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はじめに

　平成 20年版学習指導要領において，国語科に新設された「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」の

うち，小学校では，「伝統的な言語文化に関する事項」として，第１・２学年に「昔話や神話・伝承」，第３・４

学年に「易しい文語調の短歌や俳句」「ことわざや慣用句，故事成語」，第５・６学年に「親しみやすい古文や漢

文，近代以降の文語調の文章」「古典について解説した文章」という具体的な教材の指示がなされた．新たな事

項の設置のみならず，教材の指定自体が，平成 10年版及び平成元年版学習指導要領には行われていない点で，

この改訂は小学校国語科にとって，画期的な変革を含むといえる．本稿は，改訂前の平成 16年検定済から，改

訂後の平成 22年，現行の平成 26年検定済教科書までの俳句教材の変遷を調査・分析し，「伝統的な言語文化に

関する事項」の新設と教材の指定が，小学校国語教科書教材に与えた影響について考察することを目的とする．

　なお，考察対象に俳句教材を選定したのは，現行の小学校国語教科書教材において，「伝統的な言語文化に関

する事項」と対応関係にある前述の指定教材のうち，学習者が最初に出会う文学作品としての文語文が，俳句で

あることに由来する．現行の全ての小学校第３・４学年用国語教科書では，俳句教材と短歌教材をそれぞれ１種

以上単独で教材化し，各教科書出版元の公表する指導計画上，俳句教材を第３学年に，短歌教材より先行して配

置している．第１・２学年の指定教材である「昔話や神話・伝承」が，文学作品ではあっても，文語文の原文を

読む教材ではないことと併せて，学習者の言語経験における「伝統的な言語文化」としての多層性を鑑み，俳句

教材を対象とした (1)．

　また，比較対照の便宜上，教科書の出版元６社にＡ～Ｆの記号を付し，各教科書について，平成 16年検定済

を《旧》，平成 22年検定済を《前》，平成 26年検定済を《現》と表記し，配置学年を③などの数字を用いて，

例えばＡ社の平成26年検定済第３学年用教科書であれば，《現Ａ③》のように表記し，同一年の同一学年に複数

の教材がある場合は，《前Ｄ③⑴》《前Ｄ③⑵》

のように表記するものとする (2)．

平成 16・22・26 年検定済教科書における教材

化の様相と課題

　《旧》《前》《現》所収の俳句教材の特徴につい

て，教材化のポイントを「音読」「鑑賞」「創作」

の３点に大きく分類し，それらを含む場合，「●」

または「△」を用いて〈表〉に示した．この場

合の「音読」とは，「声に出して読んでみましょ

う．」等の音読を促す指示が明記された教材を意

味し，表内「音読」欄の「※」は，さらに暗唱

の指示のある教材について付加している．「鑑

賞」とは，俳句に関する文法的，文学的知識等

の解説や，各句の通釈に基づく鑑賞文などを含

む教材を，「創作」とは，学習者による俳句の作

小学校国語教科書教材に見る「伝統的な言語文化に関する事項」新設の影響
─俳句教材の変遷を中心に─

仁野平　智明

Items related to traditional linguistic culture based on the new course of study and its influence 
on the teaching materials in Japanese language textbooks for elementary schools

─ Focusing on the transition of Haiku as teaching materials

Tomoaki NINOHIRA

（Received by September 30, 2016）

　〈表〉平成 16･22･26 年検定済小学校国語教科書における俳句教材の分布

平成 16 年《旧》 平成 22 年《前》 平成 26 年《現》
音読 鑑賞 創作 音読 鑑賞 創作 音読 鑑賞 創作

3年

前Ａ ● ● 現Ａ ●※ ●
前Ｂ ● ● 現Ｂ ● ●

前Ｃ ● 現Ｃ ●

前Ｄ⑴ ● ● ● 現Ｄ ● ●

前Ｄ⑵ ● 現Ｅ ● ●

前Ｅ⑴ △※

前Ｅ⑵ △

4年 旧Ｅ ● ● 前Ｅ⑴ △ 現Ｅ⑴ △※ △
前Ｅ⑵ △ 現Ｅ⑵ △ △

5年

旧Ａ △ 前Ａ ● 現Ａ ●

前Ｂ △ 現Ｂ △

前Ｃ ● 現Ｃ ●

現Ｄ⑴ △

現Ｄ⑵ △※ △ △

現Ｅ ● ●

6年

旧Ａ ● 前Ａ ● 現Ａ ●

旧Ｂ⑴ △ 前Ｃ ● 現Ｃ ●

旧Ｂ⑵ △ 前Ｄ⑴ △

旧Ｄ △※ △ 前Ｄ⑵ △※ △ △

旧Ｅ △ △ 前Ｅ⑴ ●
旧Ｆ △ △ 前Ｅ⑵ ●

04p007-015-ninohira.indd   7 2016/12/05   17:01:45
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成を目的とした教材を意味する．また，「●」は俳句単独型の教材を，「△」は短歌・俳句併存型の教材を表わし，

同一教科書内に複数の教材がある場合，「現Ｅ⑴」「現Ｅ⑵」のように表わしている．

〔平成16年検定済教科書（《旧》）所収俳句教材〕

 短歌・俳句併存型教材の第５・６学年への配置――短歌から俳句へと続く韻律の伝統性

　《旧》所収の俳句教材の特徴として，最も顕著なのは，短歌・俳句併存型が全教材８種中６種と大半を占め，

かつ，《旧Ｅ④》《旧Ａ⑤》の２種を除き，第６学年に教材が集中している点である．第５・６学年への教材配置

は，平成 10年版学習指導要領「第５学年及び第６学年」の「言語事項」「⑴」の，「エ　文語調の文章に関する

事項」「（ア）　易しい文語調の文章を音読し，文語の調子に親しむこと．」と対応関係にある．同学習指導要領に

は，短歌・俳句の教材としての例示はないが，同解説には「易しい文語調の文章としては，韻文である短歌や俳

句を含めた，読めば意味内容が容易に理解できる程度の易しい文章であるよう配慮することが必要である．」と

の記述があり，《旧》における短歌・俳句教材設置への影響が考えられる．また，同解説は「今回の改訂によって，

「音読し」という表現が加えられた．文語調の文章は，我が国の言語のもつ言葉のリズムや，長い年月を経て培

われた美しい語調をもっている．声に出して読むことにより，そのよさを感覚的に味わえることがねらいである．」

とし，改訂のポイントに音読を挙げるとともに，「このことは，また，文語調の文章の意味する内容について深

く読解したり，文法的な内容を取り扱ったりするものではないことでもある．」として，音読とは，「感覚的に味

わ」う学習方法であり，「文語調の文章」の学習に際しては，深い読解や古典文法の習得とは一線を画すべきで

あるという「音読重視」の学習観を具体的に例示した．

　《旧》の短歌・俳句併存型教材全５社６種を検証すると，４種が音読の指示を含むほか，《旧Ａ⑤》の「日本語

の美しさを，五音と七音の組み合わせに見いだし，短い言葉で自分を表現しようとした昔の人の心は，現在にも

受けつがれています．」や，《旧Ｆ⑥》の「わたしたちが日ごろ使っている言葉とはちがった文語が出てくる場合

がありますが，文語には独特の美しいひびきがあります．」では，「文語調」の「よさ」を解説し，《旧Ｄ⑥》の「短

歌や俳句で大事なことは，声に出して読むことです．五音，七音のくり返しですからとてもリズム感があります．

何度も声に出して読むことによって，その作品の世界の中に入っているような気持ちになります．気に入った作

品を，暗唱し合ってみましょう．」という指示は，その「よさ」を「声に出して読むことにより」「感覚的に味わ

えること」という同解説における「文語調の文章」の学習のねらいを積極的に教材化している．

　ただし，《旧》の短歌・俳句併存型教材の特徴は，「音読重視」の学習観による学習指導要領との呼応のみには

とどまらない．各社の短歌・俳句併存型教材６種のうち，音読専用教材である《旧Ｂ⑥⑵》を除く全社５種は，

韻文作品に鑑賞文を付与する「鑑賞要素付加教材」であり，同学習指導要領が「音読重視」の裏面に「深い読解・

文法学習の捨象」を措定したことを鑑みると，両者の学習観には懸隔が認められる．

　《旧》の短歌・俳句併存型教材における鑑賞文付き韻文作品の割合は，例えば《旧Ａ⑤》の場合，鑑賞文付き

が１句に対し，作品のみの掲載が５句のように，《旧Ｂ⑥⑴》の俳句作品（鑑賞文付き２句・作品のみ１句）を

除き，全て作品のみの掲載の方が上回っているものの，全ての《旧》の短歌・俳句併存型教材は，短歌・俳句と

もに冒頭の作品に必ず鑑賞文を付すことにより，鑑賞の指針を示す形式が一致している．さらに，いずれの鑑賞

文付き短歌・俳句併存型教材においても，短歌を先行して掲載し，日本固有の韻文作品における成立過程を尊重

するとともに，短歌から俳句へと受け継がれる五音・七音の韻律の伝統性をよりつぶさに体感させる目的を備え

ている．

　《旧》における短歌と俳句を伝統性の観点から関連づける教材観は，鑑賞文付き短歌・俳句併存型教材全社５

種に設けられた，短歌と俳句にまつわる文学史及び文学形式の解説を含むリード文によって象徴されている．例

えば《旧Ｆ⑥》では，「短歌と俳句は，日本独特の詩です．短歌は，五・七・五・七・七の三十一音，俳句は，五・

七・五の十七音で表されるのが原則です．わたしたちが日ごろ使っている言葉とはちがった文語が出てくる場合

がありますが，文語には独特の美しいひびきがあります．短歌は，千年以上の歴史をもち，奈良時代の末の『万

葉集』，平安時代の初めの『古今集』などが，代表的な歌集です．正月に遊ぶ「百人一首」も，鎌倉時代に選ば

れたものです．俳句は，江戸時代初期に松尾芭蕉が出てから，芸術として高められました．季節を表す「季語」

を入れるのがふつうです．短歌と俳句は，はりつめた感動を，洗練された簡潔・的確な言葉で表現しています．

現在でも多くの人によまれ，作られています．短歌や俳句をくり返し声に出して読んで，そのリズムやひびきを

味わいましょう．」というリード文が，短歌７首，俳句７句の前に掲示されている．それら５種の叙述内容は，

短歌・俳句の音数，短歌・俳句の歴史，俳句における季語の存在，現在まで享受・創作される文学であること，
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等の要素を共有し，短歌と俳句を，歴史的にも文学形式的にも有機的連関を持つものとして解説し，現在へと続

く伝統の流れの中で，短歌・俳句の両韻文を相互性において了解させる教材化の姿勢が共通している．伝統文化

の枠組みを踏まえた「文語調の文章」の学習は，その意義が伝わりやすく，より親近感が深まる点で，同学習指

導要領の「音読重視」の学習観をさらに発展させただけでなく，「文語の調子に親しむ」という目的への還元に

おいても有効な教材観であるといえる．

〔平成22年検定済教科書（《前》）所収俳句教材〕

　《前》所収の俳句教材が，《旧》と比べて著しく変化した点として，俳句単独型教材の急増，第３・４学年への

全社教材配置，創作中心教材の全社配置の３点が挙げられる．

　俳句単独型教材の急増――短歌との有機的連関に基づく教材観の喪失

　《旧》では２種のみであった俳句単独型教材は，《前》では11種に増え，《前Ｅ》を除く他の４社が新たに第３

学年への配置を行った．また，《前Ｅ》のみ短歌・俳句併存型教材を第４学年にも配置しているが，短歌と俳句

の教材内での扱いは，《前Ｅ③⑴》のみ，短歌２首，俳句６句の順に並ぶものの，他の３種は俳句が先行し，作

品数も，短歌と俳句が同数のものが２種，俳句の方が多いものが２種で，全般的に俳句の比重を高めた教材化が

なされている．

　一方で，俳句単独型教材11種のうち，短歌の存在について言及するものは１種もない．なお，《前Ｃ⑥》は「お

くのほそ道」の本文の一部と句の抜粋の教材化であり，《前Ｅ⑥⑴》はトンボを詠じた４句を比較する教材であ

ることから，任意の俳句を複数配列した他の教材とは性質が異なるものとして除外し，９種の俳句単独型教材を

検証すると，「俳句は，五・七・五の十七音で作られています．」（《前Ｄ③⑴》）のように，音数の原則について

は全９種に何らかの記述があるが，季語の存在については３種が触れず，「日本人は昔から俳句に親しんできま

した．」（《前Ｄ③⑴》）のように古典としての位置づけや，現在に至る伝統の継承について記述するものは２種に

とどまる．《前》において，第３学年所収の俳句単独型教材が短歌の存在に触れないのは，俳句を単独教材とし

たうえで，短歌より先に学ぶ指導計画を設定したためと推測されるが，短歌から俳句へという文学形式の発展に

依拠する観点が絶たれたことで，俳句の伝統性にまつわる記述が消滅するか，または「昔から」のように曖昧な

表現に逃れ，《旧》の併存型教材全種に見られた短歌・俳句間の緊密な文学形式上，及び文学史上の体系が削が

れてしまった．《前》のうち，両者の有機的連関について触れるのは，《前Ｅ③⑴》の「五・七・五・七・七・の

三十一音からできている短い詩を，短歌といいます．今から千三百年前には，もう作られていました．五・七・

五の十七音からできている詩を，俳句といいます．俳句は，短歌をもとにして生まれました．」と，《旧Ｄ⑥》を

もとに一部の韻文作品や解説を変更して教材化された《前Ｄ⑥⑵》の，短歌・俳句併存型教材２種のみである．

俳句単独型教材における短歌の存在の捨象により，「伝統的な言語文化に関する事項」設置前の《旧》よりも《前》

の俳句単独型教材における伝統性が希薄化するという逆転現象が起きたといえる．

　「文語調の文章」に関する教材観の不充足――「文語」と「現代語」の相違に関する解説の欠如

　さらに，平成 20年版学習指導要領解説が，「「文語調」とは，日常の話し言葉とは異なった特色をもつ言語体

系で書かれた文章の調子のことである．」と詳説する「文語調」及び「文語」の概念についても，短歌・俳句併

存型である《前Ｅ③⑴》の「かすみたつ　ながきはるひに　こどもらと　てまりつきつつ　このひくらしつ」(3)

を掲載した下方の欄外に，小さい文字で「「ながき」「くらしつ」など，むかしの形がのこっているものを「文語」

といいます．」と注記する１例以外にはどの教材にも説明が見られず，《前》の俳句教材全般において，学習者に

「文語」の存在の特殊性や，「現代語」との相違を認識させるための教材化の工夫に欠けている．例えば，《旧》

の場合，「文語」について《旧Ｆ⑥》は「短歌と俳句は，日本独特の詩です．短歌は，五・七・五・七・七の

三十一音，俳句は，五・七・五の十七音で表されるのが原則です．わたしたちが日ごろ使っている言葉とはちがっ

た文語が出てくる場合がありますが，文語には独特の美しいひびきがあります．」との解説を添えて，短歌と俳

句に用いられる言葉に対する「文語」という「現代語」とは異なる存在についての認識を促すとともに，「文語調」

独自の音律の美について示唆し，《旧Ｄ⑥》は「短歌や俳句，川柳には，現代ではふつう用いられない言葉や言

い方もあります．例えば，「なりにける」「いひて（言ひて）」「軽き」は，今なら，「なった」「言って」「軽い」

と書くところです．このような表現を，文語（または文語文）といいます．」という解説を通じて，「文語」と「現

代語」の相違について具体的に示している．ところが，《前Ｅ③⑴》の１例を除き，《前》では「文語」の特殊性
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を顕在化した解説は全く施さないままに，文語の語彙や歴史的仮名遣いを含む教材化がなされ，いたずらに学習

者の混乱を招く恐れがある．

　例えば，ごく基本的に中学年の学習者が抱くであろう疑問として，切字に用いられる助詞の，現代語の用法と

の齟齬が挙げられる．《前》にしばしば採録されている「雪とけて村いっぱいの子どもかな」（《前Ｃ③》他，計

３種採録），「名月を取ってくれろと泣く子かな」（《前Ａ③》他，計４種採録）等に用いられた「かな」について

は，中学年の学習者の言語経験上，詠嘆ではなく，疑問を表わすものとして捉えるであろう．また，「菜の花や

月は東に日は西に」（５種採録）の「や」についても，詠嘆ではなく，列挙のための「や」であると解し，「菜の

花」と「月」が東にあると誤読する可能性も大いに考えられる．「山路来て何やらゆかしすみれ草」（《前Ａ③》）

の「ゆかし」のような文語特有の言葉のみならず，中学年の学習者の使用語彙に含まれる現代語と混同しやすい

文語の教材化に際しての，特段の配慮が求められる．

　また，平成20年版学習指導要領解説が「「文語調の短歌や俳句」では，歴史的仮名遣いや古典の語句などが用

いられている．」と言及する歴史的仮名遣いについても，中学年の学習者が日常的に用いる現代語と異なる表記

法を解説するためには，「文語」の存在自体に言及せず，読みがなだけを付しても，学習者の疑問は解消しない

であろう．各教材における表記法については，《旧》では現代語で詠まれた作品のみを掲載する《旧Ａ⑥》を除く，

「文語調」の文章を掲載した全７種が歴史的仮名遣いに現代語の読みがなを付す (4) のに対して，《前》では現代

仮名遣いに表記を改めたものが４種あり，歴史的仮名遣いに現代語の読みがなを付した 11種の中で，促音を含

む作品を掲載した５種のうち，３種は「雪とけて村い
（ い っ ぱ い ）

つぱいの子どもかな」（《前Ｅ③⑴》）のように，歴史的仮

名遣いに読みがなを補足しているが，《前Ａ③》《前Ｃ③》の２種は「冬菊のまとふ
（う）

はおのが光のみ」（《前Ａ③》）

「古池やかは
（わ）

づ
（ず）

とびこむ水の音」（《前Ｃ③》）のように表記しながら，促音においては《前Ａ③》《前Ｃ③》とも

に「雪とけて村いっぱいの子どもかな」と現代仮名遣いを混用する点で仮名遣いが不統一であり，伝統的な言語

文化を学習するうえで不適切な結果に至っている．

　第３・４学年への教材配置の影響――「音読重視」がもたらした「易しい文語調の文章」の蹉跌

　《前》に見られる俳句単独型教材における伝統性の希薄化は，平成 20年版学習指導要領が，「伝統的な言語文

化に関する事項」を新設し，そのうえで「易しい文語調の短歌や俳句について，情景を思い浮かべたり，リズム

を感じ取りながら音読や暗唱をしたりすること．」と第３・４学年に初めて指定した，俳句教材における伝統的

な言語文化の学習としての意義を，実際の教材化において損ねている．しかし，この現象の原因として推測され

るのもまた，同学習指導要領による短歌・俳句教材の第３・４学年への配置である．各教科書出版元が，学習指

導要領との呼応を望むなら，従来，第５・６学年に配置していた短歌・俳句併存型教材は，中学年用の再教材化

が必至となる．《前Ｅ》を除く他の４社は，短歌と俳句を別教材に分割し，俳句単独型教材を第３学年で短歌に

先んじて学習する指導計画を組み立てた．恐らく，この現象には，短歌より音数や文語的要素が少なく，現代の

文化的背景を鑑みても第３学年の学習者にとって親近感が持ちやすいであろう俳句をまず習得し，その後に短歌

を学習することで，中学年に適切な段階的学習が可能になるというような，各社の教材観が作用したものと推測

される．

　さらに，もう一つの影響関係として，平成 10年版学習指導要領に新設され，平成 20年版に継承された「音

読重視」の学習観が挙げられる．平成10年版学習指導要領解説は，音読の意義について「今回の改訂によって，

「音読し」という表現が加えられた．文語調の文章は，我が国の言語のもつ言葉のリズムや，長い年月を経て培

われた美しい語調をもっている．声に出して読むことにより，そのよさを感覚的に味わえることがねらいである．

このことは，また，文語調の文章の意味する内容について深く読解したり，文法的な内容を取り扱ったりするも

のではないことでもある．」と述べている．音読の効果の実感を尊重しつつ，並行して読解を深めたり文法を習

得したりすることは可能であるはずだが，ここでは音読以外の「読むこと」の学習がある程度抑制されている．

そのような「音読重視」の学習に不可欠な条件が，「易しい文語調の文章」であり，平成10年版学習指導要領解

説は，この定義について「韻文である短歌や俳句を含めた，読めば意味内容が容易に理解できる程度の易しい文

章であるよう配慮することが必要である．」と述べている．ところが，前述のとおり，《旧》では，短歌・俳句併

存型教材にリード文や作品の解説，語注などを補い，鑑賞要素を充実させた教材化を図った．「読めば意味内容

が容易に理解できる程度の易しい」文語調であり，かつ教材化にふさわしい短歌や俳句がじゅうぶんに存在する

なら，鑑賞要素に工夫を凝らす必要はないはずである．その点で，同学習指導要領が想定した「易しい文語調の

文章」と，教科書教材に選出された「文語調の文章としての短歌・俳句」の間には，平成 16年検定済教科書発
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行の段階から，すでに齟齬が生じていたといえる．

　その後，平成20年版学習指導要領は，第３・４学年の〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕の「ア

伝統的な言語文化に関する事項」の（ア）で「易しい文語調の短歌や俳句について，情景を思い浮かべたり，リ

ズムを感じ取りながら音読や暗唱をしたりすること．」とし，同解説には，平成10年版学習指導要領解説に見ら

れた「深い読解」や「文法事項の学習」を不要とみなすような記述は姿を消したものの，「音読重視」の傾向は

引き継がれ，同解説にも，「「易しい」とは，意味内容が容易に理解できるということである．」という記述が見

られる．《前》の全社が第３・４学年に俳句教材を配置している点で，《前》においても《旧》の場合と同様に学

習指導要領との呼応関係が見出せるが，第３・４学年用教材については，《前》の５社中，音読専用教材はＣ・

Ｅ社のみで，Ａ・Ｂ・Ｄ社は新設の俳句単独型教材に音読のみならず鑑賞の要素を加味し，句意や解説，語注な

どを付加した点で，《旧》と学習指導要領との間に見られたような教材観の懸隔がうかがえる．

　音読専用・創作中心教材と鑑賞要素付加教材への分裂――鑑賞文の抱える問題性

　短歌・俳句に鑑賞要素を設ける教材観は，《旧》に既に見られたが，《前》では，鑑賞文を付加しない音読専用

教材６種，及び創作中心教材５種と，鑑賞要素付加教材７種に，各社の教材観は分裂した．この現象の鍵となる

のは，第３・４学年への短歌・俳句教材の移行に伴う再教材化への解釈の相違であろう．中学年で学習する以上，

《旧》よりも一層の「易しさ」を求められる一方で，平成20年版学習指導要領は，「易しい文語調の短歌や俳句」

の学習について，音読に際して「情景を思い浮かべたり」という平成10年版にはない表現を加えた．同解説では，

この部分について，「短歌の五・七・五・七・七の三十一音，俳句の五・七・五の十七音から，季節や風情，歌

や句に込めた思いなどを思い浮かべたり」と述べているが，初めて学ぶ文語調の韻文について，中学年の学習者

が，はたして音読のみで「風情」や「思い」まで理解し，想起できるのかについては，改めて問い直さねばなる

まい．この点に関して，《前》の７種が鑑賞要素を教材に付加したのは，《旧》の場合と同じく，韻文作品の内容

理解に関する補足説明の必要性を認識した教材観の表われであると考えられる．

　そのうち，第３学年の俳句単独型鑑賞要素付加教材３種を検証すると，《前Ａ③》は13句，《前Ｂ③》は４句，

《前Ｄ③⑴》は８句の文語調俳句を掲載しているが，《前Ａ③》の冒頭句「菜の花や月は東に日は西に」を除く３

種の全句に，句意や句の視点等を解説する文章が添えられている．《旧》の短歌・俳句併存型教材における割合

と比べると，《前③》３種におけるほぼ全句への鑑賞文付与は，顕著な増加傾向を示している．その背景には，

前述のとおり，とりわけ中学年の学習者にとって「季節や風情，歌や句に込めた思いなどを思い浮かべたり」す

るには，「文語調の文章」は「易しい」ものとは言い難く，意味内容の理解のためには鑑賞文による補足が不可

欠であるという鑑賞要素偏重主義がうかがえる．

　そこで問われるべきは，教材内の韻文作品への鑑賞文付与がもたらす諸問題についての教材作成者における自

覚の有無であろう．韻文作品のすぐ隣に鑑賞文を並べたとたん，学習者が韻文作品に純粋に対峙する読解の契機

は奪い去られる．学習者がそれらの俳句に出会うとき，韻文作品のみを掲載する教材であれば，例え内容理解が

難しい場合でも，学習者はその作品に対して何らかの自身固有の感慨を抱くことができる．しかし，３種ともに

「声に出して読み，様子を思いうかべてみましょう．」（《前Ａ③》）というような学習指導要領の「情景を思い浮

かべたり」に対応する指示を含むものの，初めから活字として教科書に並記された鑑賞文とともに俳句を読む学

習者にとって，その影響を除外して，自身固有の情景を想起することは極めて困難ではないだろうか．確かに，

鑑賞文が添えられていても「情景を思い浮かべたり」することはできる．しかし，それが韻文作品から独自に得

たものでなく，鑑賞文が示唆する情景の引き写しであるなら，その学習活動に意義は認められない．

　さらに発展的な問題は，散文としての鑑賞文が内包する，原理的に韻文の持つ豊かな世界を限定し，すべから

く言いおおせないものであり続けるという性質が，学習者にもたらす危険性についての認識の欠如である．どれ

ほど優れた鑑賞文も，その韻文の展開する世界の全てではない．散文に翻案し得ないことこそが韻文固有の価値

である．韻文への鑑賞文の付与は，常に不完全となることを踏まえたうえで，とりわけ慎重に扱わねばならない

にも関わらず，《前Ａ③》《前Ｂ③》《前Ｄ③⑴》の鑑賞文には，通釈として不充分，または不適切なものや，学

習者の読解を阻害するものもしばしば見られ，全般的に低調であると言わざるを得ない．

　例えば，「雪とけて村いっぱいの子どもかな」の句には「雪がとけて，たくさんの子どもたちが，待ちかねて

いたように，外で遊び回っている．」（《前Ａ③》）や「北国の長く寒い冬がおわり，雪がとけて春が来ました．子

供たちが，いっせいに外に出てきて遊んでいます．」《前Ｄ③⑴》という鑑賞文が付与されているが，まず両者と

もに「村いっぱい」という一句の要となる表現が欠落している．「村」という言葉は，あまり広くなく，また，
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華美ではない空間を想起させる．その「村」に，しかも雪に覆われて静かであった「村いっぱい」に，今は「子

ども」がいる．句に詠み込まれたイメージの対比や強調の妙が，「村」の語の抜け落ちた鑑賞文には失われている．

同様に，両者ともに通釈として致命的に不足しているのは，切字としての詠嘆の終助詞「かな」のニュアンスで

ある．この一句を詠じるに至った契機は，「子どもかな」にある．あえて散文化するのであれば，鑑賞文は「遊

び回っている」等の子どもの行為性を詠嘆の要素なしに示すものではなく，「子どもであることだなあ．」という

ような「子ども」に対する作者の感慨で締め括られねばなるまい．さらに，この「遊び」の行為について，両者

ともに言及しているが，「遊び」のシーンは句に現われたものではなく，「雪解け」と「村いっぱい」と「子ども」

の組み合わせによって，読者の想像に委ねられた仕掛けの部分である．作品掲載の直後に付与した鑑賞文によっ

て，まるで種明かしのようにやすやすと示されては，最も短い韻文として，凝縮性の極ともいえる俳句作品を鑑

賞する醍醐味である「暗示の妙」と「連想のおもしろさ」が学習者から奪い去られてしまう．

　その一方で，《前Ｃ③》《前Ｅ③》に見られるような，一切の説明を省いた音読専用教材もまた，中学年の学習

者が独力で「情景を思い浮かべ」ながら読むことは難しい．音読任せではなく，鑑賞文の安易な添付でもない，

中学年の発達段階に応じて丁寧に読解を進められる教材化が望まれる．

　創作中心教材の全社配置――「書くこと」の学習のための俳句教材

　俳句の創作を学習活動に含む教材は，俳句単独型４種と，短歌・俳句併存型３種に分かれる．前者のうち，《前

Ｄ③⑴》は，鑑賞を主とした教材化の最後に創作を促すものであるが，《前Ｃ⑤》《前Ａ⑥》は句会の開催，《前

Ｅ⑥》は「俳句を作ろう」の表題のもと，創作中心の教材化が図られている．後者のうち，《前Ｂ⑤》《前Ｄ⑥⑴》

は創作中心，《前Ｄ⑥⑵》は《旧》での短歌・俳句併存型教材と類似した，短歌や俳句を紹介し，句意を添えな

がら文学史や文学形式を解説しつつ，創作も行うものである．これらのうち，高学年の教材については，平成

20年版学習指導要領で初めて，第５・６学年の「Ｂ　書くこと」の言語活動例に示された「ア　経験したこと，

想像したことなどを基に，詩や短歌，俳句をつくったり，物語や随筆などを書いたりすること．」に教材配置学年・

内容ともに対応している．また，中学年に１例見られる《前Ｄ③⑴》では，四季ごとに２句ずつを鑑賞文付きで

掲載した最後に「五・七・五の十七音で作られた言葉のリズムを感じとることができましたか．みなさんも，俳

句を作ってみましょう．「夏」といえば何が頭にうかびますか．うかんだものを使って，俳句を作ってみましょう．」

という促しとともに，「れい」として，「夏休み　ラジオ体操　プール　海水浴　風鈴　すいか　ひまわり　花火

　金魚　夏まつり」の語が示されている．「言葉のリズム」を前提とした俳句の創作という観点では，平成20年

版学習指導要領の，第３・４学年における〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕⑴アに関する同解説

で「また，短歌や俳句を自分でもつくってみたいという気持ちをもつように指導することも大切である．実際に

つくってみることで，よさを実感し，音読することの意義を深く理解することになる．」と述べるところとの関

連性を見出せる．しかし，この教材が「せみの声遊べ遊べと聞こえる日」という小学生の俳句の紹介から始まり，

「俳句は，五・七・五の十七音で作られています．きせつを感じる心を大切にしているため，きせつを表す言葉

（季
き

語）が入っています．」というリード文を添え，「春」「夏」「秋」「冬」の表題のもとに句を編成する教材構成

ののちに，再び「夏」の俳句の創作という，冒頭で紹介した小学生の行為をなぞる学習活動に立ち返り，さらに

は「季語」に準ずるような語句の例まで複数掲げるという「季題趣味」的教材観を徹底している以上，同解説が

依拠する「音読」還元主義との懸隔は否みがたい．一方で，同解説の唱えるような，学習者に短歌や俳句の創作

を促せば，「よさを実感」でき，音読の意義を「深く理解」できるという「創作」から「音読」への還元につい

ても，その「よさ」とは何か，はたして創作が「よさ」の「実感」を生むのか，仮にそうであったとして，その

ことで音読の意義を「深く理解」するに至るのか，など，教科書教材への反映に向けて，議論すべき点は残され

ている．

〔平成26年検定済教科書（《現》）所収俳句教材〕

　《現》は《前》と同様に平成20年版学習指導要領に基づいているが，俳句教材の改訂を一切行っていない《現

Ｃ》を除き，他の４社の教材には配置や内容に変化が見られる．なかでも重要なのは，第５学年への創作中心教

材及び，第３学年への俳句単独型教材の全社配置の現象である．

　第５学年への創作中心教材の全社配置――中学年と高学年における教材観の二分化

　創作中心教材は，《現》では第５・６学年のみの配置となった．とりわけ，《現Ａ》《現Ｄ》《現Ｅ》の移行によ
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り，第５学年に全社が集中する現象は，音読・鑑賞教材の第３学年への全社配置と併せて，俳句教材に求める学

習内容と配置学年に関する各社共通の教材観の表われとみなされる．これらは，俳句単独型３種と，短歌・俳句

併存型３種に分かれるが，全６種は，いずれも学習者によるものと推測される実作例を複数掲載し，それらの全

ては現代語で詠まれ，切字を用いていない．全種において作句上の規則として音数と季語のみを挙げ，切字に関

する説明は皆無であることを含め，《現》の創作中心教材では，季語をそなえ，音数の整った現代語の俳句を作

成する方針が，全社に共通している．また，各自の作品を読みあい，感想を伝えあう学習活動も全種に共通し，

発展的活動として句会の開催を含むものも３種ある．これらは，平成20年版学習指導要領において，「Ｂ　書く

こと」に新設された交流に関する指導事項のうち，第５・６学年の「カ　書いたものを発表し合い，表現の仕方

に着目して助言し合うこと．」に対応している．

　すなわち，《現》における俳句教材の特徴として，第３・４学年には「文語調の文章に親しむ」ための音読・

鑑賞中心教材を配置し，第５・６学年には俳句を「書くこと」の学習の一文種として活用するための創作中心教

材を配置するという，平成20年版学習指導要領を忠実に反映した教材観がうかがえる．

　第３学年への俳句単独型教材の全社配置――鑑賞偏重主義のさらなる高揚

　《現③》において，Ｃ社は《前③》と同一の，俳句作品のみを掲載する音読専用教材であり，Ｄ社とＡ社の鑑

賞要素付加教材も，《現Ｄ③》では春夏秋冬の各分類に２句ずつ配した俳句も句ごとの鑑賞文も同一であるのに

加えて，新年のカテゴリーを新設して１句増やし，かつ創作の学習活動をなくし，《現Ａ③》では冒頭の１句の後，

春夏秋冬の各分類に３句ずつ配する構成は《前》と同一であるが，冒頭の１句と，各分類の３句中１句ずつを違

う句に差し替えるというマイナーチェンジであるのに対して，Ｅ社とＢ社はそれぞれ大幅な変更を施している．

　Ｅ社が《前》における短歌・俳句併存型音読専用教材《前Ｅ③⑴》《前Ｅ③⑵》を統合する形で，俳句単独型

及び鑑賞要素付加教材《現Ｅ③》を新たに設置したことにより，《前》では４社であった第３学年での俳句単独

型教材は全社の共通配置となり，かつ，Ｅ社が《現Ｅ③》と，短歌・俳句併存型教材《現Ｅ④⑴》《現Ｅ④⑵》

の全ての作品に鑑賞文を付与したため，《前Ｃ③》と同一教材である《現Ｃ③》を除く６種の中学年用韻文教材が，

鑑賞要素付加教材となった．このようなＥ社の教材観の劇的な変化は，《前③》から《現③》にかけての「鑑賞

重視」の高まりの象徴ともいえる．例えば，《現Ｅ③》《現Ｅ④⑴》《現Ｅ④⑵》の採録句全12句は，《前Ｅ③⑴》

《前Ｅ③⑵》《前Ｅ④⑴》《前Ｅ④⑵》の全 15句中 11句と同一であるが，《前》と同じ句に対して《現》では全

てに鑑賞文を付与したということは，《前》で採録した短歌や俳句は，平成20年版学習指導要領の求めるとおり

の「易しい文語調」であり，「意味内容が容易に理解できる」ため，鑑賞文は不要であるとした《前》発行時点

での教材観を全面的に撤回することを意味する．さらに，《前Ｅ③⑴》《前Ｅ③⑵》《前Ｅ④⑴》《前Ｅ④⑵》は「声

に出して楽しもう」という表題のもと，第３学年から第４学年にかけて４冊の教科書をまたぐ形で同じレイア

ウトによりシリーズ化された短歌・俳句併存型音読専用教材であったが，その第３学年用２種を，俳句単独型教

材１種に改訂した結果，前述した短歌との有機的連関に基づく教材観による《前Ｅ③⑴》の「俳句は，短歌をも

とにして生まれました．」という説明は《現Ｅ③》では消滅し，「俳句は，五・七・五の十七音で作られた短い詩

です．ふつうは，「季
き

語」という，きせつを表す言葉が入っています．俳句の十七音の中には，しぜんの様子や，

そこからかんじられることが表されています．」として，《前Ｅ③⑴》では「ふつう，きせつを表す言葉が入って

います．」とのみ説明し，用語としては取り上げなかった「季語」の存在を焦点化することで，俳句特有の伝統

性のみの解説に転化した．《現》における伝統性の希薄化という点では，「文語」の概念への言及や，歴史的仮名

遣いの表記についての解説も，《現Ｅ③》のみにしかなく (5)，《前》と同様に，文語の認識を促す観点に欠ける

教材が一般化している．

　Ｂ社においては，冒頭に「ふる池や蛙飛びこむ水の音」の句を同句の石碑の写真とともに紹介する部分は同一

であるが，《前Ｂ③》では，その後に鑑賞文付きで夏・秋・冬の季語をもつ１句ずつ，計３句を配していたものを，

《現Ｂ③》では，「かえるが出てくる俳句」としてあと２句並べ，「三つのかえるの句のうち，あなたはどの句が

すきですか．」という発問の後に，各３句を「すき」な句として選んだ学習者と同じ年頃に見える男女１名ずつ，

計６名のイラストとともに，例えば「「ふる池や蛙飛びこむ水の音」がすき」という一文の隣に，「かえるがとび

こむ音のひびきが，しいんとした感じをよけいに強くしているのがいい．」のような発言が書き込まれた吹き出

しを各人に１つずつ付ける構成に変えている．次に，「同じものをよんだ俳句をあつめて，感想を話し合ってみ

ましょう．」として，花・月・虫と題して各３句配しているが，それらには鑑賞文も解説もない．《現Ｂ③》には

音読も指示されているものの，モチーフを共有する俳句を批評的に鑑賞する方向性での教材化は，内容理解に最
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も力点を置いた証左であり，《現Ｅ》による鑑賞文の付与と併せて，《現③》における俳句教材の《前》にまさる

「鑑賞重視」の傾向が読み取れる．なお，《前》において指摘した鑑賞文付与の問題性は《現》にも継続し，さら

に《現Ｂ③》では吹き出しによる感想の例示に発展した．

　俳句を含む「文語調の文章」の学習内容について，平成10年版学習指導要領解説は「「文語の調子に親しむこ

と」は，言語感覚を豊かにする指導内容の一つであり，中学校の段階で文語文や古典の文章を読むための基礎と

して古典に親しむ態度を育てることを目指している．」と述べている．「読むこと」の学習のうち，同学習指導要

領が「音読」に焦点化したのは，「古典に親しむ」素地を小学校教育で培う目的によるものであった．また，平

成 20年版学習指導要領解説も「七音五音を中心としたリズムから国語の美しい響きを感じ取りながら音読した

り暗唱したりして，文語の調子に親しむ態度を育成するようにすることが重要である．」と述べるとおり，平成

10年版に引き続き，「親しむ」ための「音読重視」の学習観を設定している．「文語調の文章に親しむ」もしく

は「文語の調子に親しむ」とは，個人としての学習者が，韻文作品がもたらす自身固有の心象風景を獲得しつつ，

音読・暗唱から感得した文語の調子を通じて，文語への親和性を高めることを目的とした，受容型の学習活動で

ある．

　それに対し，《現Ｂ③》が教材化した，「すき」という条件による俳句作品の選出を経て，感想を話し合わせる

学習活動は，批判的思考力の発揮が不可欠となる点で「読むこと」の学習として極めて高度であるとともに，集

団における発表行為を前提とした発信型の学習活動へと発展している．しかも，文語作品に初めて出会う中学年

の学習者にとって，批評を伴う鑑賞という難易度の高い学習活動を可能にするためには，言葉の意味や文語文法，

歴史的仮名遣いなどについての細やかな配慮が欠かせないが，《現Ｂ③》は花・月・虫をモチーフとして共有す

る３句ずつを，何の解説もなく並べるにとどまり，学習者が「すき」と決める手がかりを得るための教材化の工

夫が見られない．

　《現Ｂ③》に登場する６名の男女の発言内容を検証すると，例えば「「やせがえる負けるな一茶これにあり」が

すき」と選んだ２名は，それぞれ「かえるは，オスどうしがけんかをするけれど，やせている方に味方する気
き も

持

ちがよく分かる．」「なんだかすもうのおうえんをしているような感じがする．」と述べている．しかし，前者の

ように，この句がカエルのオスどうしの争いを見学した際の感慨を詠んだものと規定するには，句の前書である

「蛙たゝかひ見にまかる，四月廿日也けり」（出典『七番日記』）や，「むさしの国竹の塚といふに，蛙たゝかひあ

りけるに見にまかる，四月廿日也けり」（出典『希杖本一茶句集』）(6) を根拠とせねばならない．後者の述べる

カエルによる相撲という場面の創出についても，句中の「やせがえる」と「一茶」のみに依拠する以上，何らか

の理由で何かに負けそうになっている痩せたカエルにむけて，一茶がエールを送っている情報だけが伝達される

のであり，例えば，急峻な斜面をずり落ちそうになりながら登ろうとしている，痩せているせいで力の弱そうな

一匹のカエルの姿を思い浮かべてもよいのである．他のカエルの存在や，そのカエルと争いながらも劣勢である

という状況について，教材内に何の解説もないにもかかわらず，２名ともに了解したうえで感想を述べる姿に

対して，句の読解を試みた学習者は違和感を覚えるのではないだろうか．それは，既有知識を前提とした鑑賞内

容がまことしやかに盛り込まれた感想を述べる学習者像が，初めて俳句を学ぶ中学年の学習者の実態とはかけ離

れているからである．

　学習者に近しい年齢とおぼしき複数の人物の挿絵に，吹き出しを用いて発言させる教材構成は，《現③》には

１種のみだが，《現⑤》《現⑥》の創作中心教材では，全社に及んでいる．教材作成者の側は，「想定学習者」の

姿を吹き出し付きの挿絵で添付することで，学習者の親近感を誘うよう意図しているとしても，学習者自身にとっ

てみれば，それらは「偽装学習者」による「疑似発言」でしかない．とはいえ，鑑賞文の場合と同様に，活字化

されて教科書教材に添付された以上，真偽の別を決し難い学習者にとって，それらの内容は信憑性を備えるもの

と判断されやすく，学習者がその影響を脱することは容易ではない．本来，他者の感想や意見は，教室内で学習

者が相互に交換すべきものであり，教師がそれを助けるための教材化が図られてしかるべきである．鑑賞を重視

するならば，学習者が鑑賞文や吹き出し等による雑音を抜きにして，俳句そのものと対峙できる学習過程の布置

が不可欠である．

おわりに

　「伝統的な言語文化に関する事項」の新設前後の小学校国語教科書教材の変遷について，俳句教材に焦点化し

た検証の結果，教材の新設や配置学年に関する改訂の様相から，各教科書出版元に共通する学習指導要領との呼

応関係が判明した一方で，鑑賞重視や伝統性の希薄化のような，学習指導要領のねらいを逸脱した教材化の方向
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性も浮き彫りとなった．この現象は，「易しい文語調の短歌や俳句」を第３・４学年で学ぶという学習指導要領

の新設事項に対して，「文語調の俳句」を「易しい」ものとするための鑑賞文の補填や，俳句単独型教材の先行

配置に伴う短歌の存在の棄却による，伝統性の矮小化など，表層的な難易度の低減に終始した各社の教材解釈を

背景としている．翻るに，このような学習指導要領と各教科書出版元との応酬の蹉跌もさることながら，両者と

もに，「学習者の俳句との邂逅の保障」という観点の欠如についての再考こそが求められる．平成10年版・平成

20年版学習指導要領解説がそろって述べるような「意味内容が容易に理解できる」俳句でなくとも，まず学習

者にその句と対峙させ，速やかに読解できない場合には，教材や教師を通じて繰り返し示唆を与える教材化を図

れば，中学年の学習者であっても，疑問と考察の往還の中で，自身固有の心象風景の描出に至ることは可能であ

ろう．学習者自身の「読むこと」によって構築した「情景を思い浮かべ」られて初めて，その句を音読・暗唱す

ることの真価が発揮されるのではないだろうか．

〈注〉

（1）俳句を用いた教材には，「季節の言葉」等の名称で春夏秋冬ごとに任意の詩・短歌・俳句等を複数並置する形式のものがあり，

俳句の鑑賞や創作の学習課題が含まれる場合があるが，俳句の学習が主眼ではないため，考察対象としない．また，俳句のみを

複数配置する教材についても，音読・鑑賞・創作の要素の教材化がなされない場合は，考察対象としない．

（2）本稿で取り扱う小学校国語教科書の出版元のうち，Ａ・Ｂ・Ｄ・Ｅ社は《旧》《前》《現》ともに発行しているが，Ｆ社は《旧》

のみ，Ｃ社は《前》《現》のみを発行している．

(3)本稿で取り扱う各韻文作品の表記は，分かち書きの場合の空白部分も含め，引用元の教科書教材の表記のままとする．

(4)教材として選出された韻文作品の使用語彙によっては，現代仮名遣いとの相違がない場合があり，撥音，促音，ハ行音等の歴

史的仮名遣いの全使用例について，必ずしも教材内に含まれるとは限らないため，教材化に際しての表記の基準が，歴史的仮名

遣いを旨とするものか否かは明確に定め難いが，いずれかの歴史的仮名遣いの表記が用いられ，かつ，その表記法に統一性があ

る場合，歴史的仮名遣いによる表記法を選択しているとみなすものとする．また，この条件は現代仮名遣いによって表記し直し

たものと推測する場合も同様であり，教材内の韻文作品のうち，いずれかの歴史的仮名遣いの表記が，現代仮名遣いに改められ

た例があり，かつ，その表記法に統一性がある場合，現代仮名遣いによる表記法を選択しているとみなすものとする．

(5)俳句教材中ではなく，《現Ｅ③》の直後に「いろは歌」を掲載した教材の欄外にのみ小さい文字で「つねならむ」「あさき」「ゆめみし」

など，むかしの言葉の形がのこっているものを，文語という．また，むかしの文章には，「けふ」と書いて「きょう」と読むなど，

今とはちがう読み方をする言葉がある．」との注記がある．

(6)この句の前書２例は『日本古典文学全集42　近世俳句俳文集』（栗山理一・山下一海・丸山一彦・松尾靖秋校注・訳　小学館　

1972年２月）より引用した．
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